
平
成
二
十
八
年
二
月
二
十
二
日
提
出

質

問

第

一

四

一

号

利
用
者
選
択
の
た
め
の
貸
切
バ
ス
事
業
に
係
る
情
報
提
供
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

階

猛
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利
用
者
選
択
の
た
め
の
貸
切
バ
ス
事
業
に
係
る
情
報
提
供
に
関
す
る
質
問
主
意
書

「
貸
切
バ
ス
の
需
給
調
整
規
制
廃
止
に
向
け
て
必
要
と
な
る
環
境
整
備
方
策
等
に
つ
い
て
」
（
平
成
十
年
六
月
二
日
運
輸
政

策
審
議
会
自
動
車
交
通
部
会
答
申
（
以
下
、
「
答
申
」
と
す
る
）
）
に
お
い
て
、
「
（
貸
切
バ
ス
は
）
利
用
に
当
た
っ
て
事
前

に
事
業
者
を
選
択
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
市
場
に
お
け
る
事
業
者
の
競
争
を
通
じ
て
、
良
質
、
安
価
な
サ
ー
ビ
ス
の
提
供

を
期
待
し
う
る
事
業
分
野
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
」
と
し
、
市
場
に
お
け
る
競
争
と
選
択
に
よ
っ
て
価
格
の
下
落
と
併
せ
て
安

全
面
を
含
む
質
の
向
上
へ
の
期
待
が
示
さ
れ
た
。
さ
ら
に
答
申
で
は
、
市
場
競
争
に
よ
る
貸
切
バ
ス
事
業
の
質
の
向
上
の
た
め

に
は
、
「
利
用
者
及
び
旅
行
業
者
に
は
、
自
己
の
責
任
の
下
、
貸
切
バ
ス
に
関
す
る
様
々
な
情
報
を
も
と
に
、
運
賃
の
み
な
ら

ず
、
よ
り
良
い
サ
ー
ビ
ス
を
評
価
し
、
選
択
し
、
利
用
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
」
と
し
て
い
る
。

し
か
し
、
一
般
の
利
用
者
と
貸
切
バ
ス
事
業
者
や
旅
行
業
者
の
間
に
は
大
き
な
情
報
の
不
均
衡
が
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ

り
、
利
用
者
自
身
の
安
全
確
保
及
び
貸
切
バ
ス
事
業
の
健
全
化
に
繋
が
る
よ
う
な
利
用
者
に
よ
る
選
択
を
可
能
に
す
る
た
め
に

は
適
切
な
情
報
提
供
の
仕
組
み
が
必
要
で
あ
る
。
こ
の
観
点
か
ら
、
次
の
事
項
を
質
問
す
る
。

一

利
用
者
が
「
よ
り
良
い
サ
ー
ビ
ス
を
評
価
し
、
選
択
」
（
「
答
申
」
）
す
る
た
め
に
は
、
ど
の
よ
う
な
情
報
が
必
要
で
あ

る
と
考
え
て
い
る
か
。
ま
た
そ
う
し
た
情
報
の
提
供
が
確
実
に
行
わ
れ
る
た
め
に
現
在
取
っ
て
い
る
ま
た
は
取
る
こ
と
が
検

一



討
さ
れ
て
い
る
措
置
を
お
示
し
い
た
だ
き
た
い
。

二

こ
の
度
の
軽
井
沢
ス
キ
ー
バ
ス
転
落
事
故
で
は
、
利
用
者
は
旅
行
業
者
の
販
売
す
る
ツ
ア
ー
を
通
し
て
当
該
バ
ス
会
社
の

利
用
に
至
っ
た
。
利
用
者
が
安
全
・
良
質
な
バ
ス
を
選
択
で
き
る
よ
う
に
す
る
と
い
う
観
点
か
ら
み
れ
ば
、
旅
行
業
者
の
ツ

ア
ー
販
売
サ
イ
ト
で
ツ
ア
ー
を
選
ぶ
際
に
も
、
ツ
ア
ー
で
利
用
さ
れ
る
バ
ス
に
つ
い
て
消
費
者
が
情
報
を
入
手
で
き
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
言
え
る
。
し
か
し
現
状
で
は
、
転
落
事
故
に
関
わ
っ
た
旅
行
業
者
を
含
む
多
く
の
旅
行
業
者
の
ツ
ア
ー
販
売

サ
イ
ト
に
お
い
て
、
利
用
す
る
バ
ス
や
事
業
者
に
つ
い
て
の
情
報
（
運
転
者
の
数
、
バ
ス
事
業
者
の
加
入
す
る
任
意
保
険
・

共
済
等
）
は
十
分
に
示
さ
れ
て
い
な
い
。

�

現
在
、
貸
切
バ
ス
を
利
用
し
た
ツ
ア
ー
の
広
告
に
際
し
、
利
用
す
る
バ
ス
や
そ
の
事
業
者
に
つ
い
て
の
情
報
の
表
示
を

旅
行
業
者
に
対
し
て
求
め
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
等
は
存
在
す
る
か
。
存
在
す
る
場
合
は
、
特
に
運
行
会
社
・
実
車
距
離
・
運

転
者
の
数
・
貸
切
バ
ス
事
業
者
の
加
入
す
る
任
意
保
険
や
共
済
の
四
点
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
の
表
示
の
要
否
に
つ
い
て
、

お
示
し
い
た
だ
き
た
い
。

�

貸
切
バ
ス
の
安
全
に
関
す
る
十
分
な
情
報
が
旅
行
業
者
の
ツ
ア
ー
販
売
サ
イ
ト
に
お
い
て
提
供
さ
れ
る
よ
う
に
す
る
た

め
に
現
在
取
ら
れ
て
い
る
措
置
及
び
今
後
取
る
予
定
の
措
置
が
あ
れ
ば
お
示
し
い
た
だ
き
た
い
。
現
在
取
ら
れ
て
い
る
措

二



置
が
あ
る
場
合
は
、
な
ぜ
運
行
業
者
や
運
転
者
の
数
を
始
め
と
す
る
安
全
に
関
わ
る
基
本
的
な
情
報
の
掲
示
を
行
わ
な
い

旅
行
業
者
が
依
然
と
し
て
多
数
存
在
す
る
の
か
に
つ
い
て
、
考
え
ら
れ
る
理
由
を
お
示
し
い
た
だ
き
た
い
。
無
い
場
合

は
、
そ
う
し
た
措
置
を
と
る
必
要
性
の
認
識
が
あ
る
か
ど
う
か
及
び
現
在
対
策
が
準
備
さ
れ
て
い
な
い
理
由
を
お
示
し
い

た
だ
き
た
い
。

三

高
速
ツ
ア
ー
バ
ス
の
新
高
速
乗
合
バ
ス
へ
の
移
行
以
前
に
は
、
「
高
速
ツ
ア
ー
バ
ス
運
行
事
業
者
リ
ス
ト
」
が
存
在
し

た
。
「
高
速
ツ
ア
ー
バ
ス
運
行
事
業
者
リ
ス
ト
」
の
様
に
、
事
業
者
に
関
す
る
情
報
の
提
供
を
利
用
者
に
行
う
こ
と
を
目
的

と
し
た
貸
切
バ
ス
事
業
者
の
リ
ス
ト
は
現
存
す
る
か
。
無
い
場
合
、
作
成
予
定
は
あ
る
の
か
。

四

平
成
二
十
七
年
度
に
お
け
る
、
「
貸
切
バ
ス
事
業
者
安
全
性
評
価
認
定
制
度
（
以
下
、
「
安
全
性
評
価
認
定
制
度
」
と
す

る
）
」
の
認
定
事
業
者
（
二
十
六
年
度
又
は
二
十
七
年
度
に
認
定
）
で
関
東
に
事
業
所
を
置
く
全
二
百
十
九
事
業
者
の
う

ち
、
平
成
二
十
五
年
か
ら
二
十
七
年
の
三
年
間
に
何
ら
か
の
行
政
処
分
を
受
け
た
事
業
者
は
六
十
九
事
業
者
（
三
十
一
・
五

％
）
に
上
る
。
評
価
別
で
は
、
三
つ
星
事
業
者
で
は
四
十
一
事
業
者
中
十
四
事
業
者
（
三
十
四
・
一
％
）
、
二
つ
星
事
業
者

で
は
七
十
二
事
業
者
中
十
九
事
業
者
（
二
十
六
・
四
％
）
、
一
つ
星
事
業
者
で
は
百
六
事
業
者
中
三
十
六
事
業
者
（
三
十
四

％
）
と
な
っ
て
い
る
。

三



�

こ
れ
ら
事
業
者
に
み
ら
れ
る
行
政
処
分
に
該
当
す
る
違
反
事
項
は
、
安
全
性
評
価
認
定
制
度
の
申
請
条
件
や
評
価
基
準

に
み
ら
れ
る
「
安
全
性
に
対
す
る
取
組
状
況
に
お
け
る
法
令
遵
守
事
項
に
関
す
る
違
反
」
（
国
土
交
通
省
「
『
貸
切
バ
ス

事
業
者
安
全
性
評
価
認
定
制
度
』
の
概
要
」
よ
り
）
に
該
当
す
る
も
の
は
な
い
の
か
。
ま
た
、
「
安
全
性
に
対
す
る
取
組

状
況
に
お
け
る
法
令
遵
守
事
項
に
関
す
る
違
反
」
を
構
成
す
る
違
反
と
は
何
か
。

�

国
土
交
通
省
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
お
い
て
、
安
全
性
評
価
認
定
制
度
の
目
的
と
し
て
、
「
貸
切
バ
ス
の
利
用
者
や
旅
行

会
社
が
よ
り
安
全
性
の
高
い
貸
切
バ
ス
事
業
者
を
選
択
し
や
す
く
す
る
」
こ
と
、
「
貸
切
バ
ス
事
業
者
の
安
全
性
の
確
保

に
向
け
た
意
識
の
向
上
や
取
り
組
み
の
促
進
を
図
り
、
よ
り
安
全
な
貸
切
バ
ス
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
寄
与
す
る
こ
と
」
の

二
点
を
挙
げ
て
い
る
。
認
定
事
業
者
の
約
三
割
が
過
去
三
年
以
内
に
行
政
処
分
を
受
け
て
お
り
、
ま
た
そ
の
中
に
は
行
政

処
分
を
繰
り
返
し
受
け
る
業
者
が
一
定
数
存
在
す
る
現
状
に
お
い
て
、
安
全
性
評
価
認
定
制
度
は
利
用
者
の
事
業
者
選
択

に
十
分
に
寄
与
し
て
い
る
と
い
え
る
か
。
ま
た
、
「
貸
切
バ
ス
事
業
者
の
安
全
性
の
確
保
に
向
け
た
意
識
の
向
上
や
取
り

組
み
の
促
進
」
、
と
り
わ
け
法
令
遵
守
の
徹
底
に
繋
が
っ
て
い
る
と
い
え
る
か
。
こ
の
二
点
に
つ
い
て
理
由
と
と
も
に
お

示
し
い
た
だ
き
た
い
。

五

国
土
交
通
省
自
動
車
局
の
「
輸
送
の
安
全
を
確
保
す
る
た
め
の
貸
切
バ
ス
選
定
・
利
用
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
（
以
下
、
「
ガ
イ

四



ド
ラ
イ
ン
」
と
す
る
）
」
に
お
い
て
、
「
輸
送
の
安
全
性
等
を
判
断
す
る
上
で
参
考
と
な
る
情
報
」
の
一
つ
に
「
国
土
交
通

省
の
行
政
処
分
情
報
」
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
先
述
の
通
り
、
安
全
性
評
価
認
定
制
度
で
三
つ
星
を
獲
得
し
た
事
業

者
で
も
三
割
が
何
ら
か
の
行
政
処
分
を
受
け
て
い
る
の
が
現
状
で
あ
り
、
単
に
行
政
処
分
歴
の
有
無
だ
け
で
は
安
全
性
の
判

断
に
寄
与
し
な
い
の
は
明
白
で
あ
り
、
利
用
者
が
行
政
処
分
の
情
報
を
参
考
に
す
る
の
で
あ
れ
ば
違
反
行
為
の
重
大
さ
ま
で

考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
翻
っ
て
国
土
交
通
省
の
行
政
処
分
情
報
検
索
シ
ス
テ
ム
を
見
る
に
、
そ
こ
で
は
行
政
処
分
事

業
者
名
・
行
政
処
分
の
内
容
・
ご
く
簡
単
な
違
反
行
為
の
概
要
・
違
反
点
数
等
が
列
挙
さ
れ
る
に
留
ま
り
、
一
般
の
利
用
者

が
そ
こ
か
ら
違
反
行
為
の
重
大
さ
、
ひ
い
て
は
事
業
者
の
安
全
性
を
判
断
す
る
の
は
困
難
と
言
え
る
。

一
般
の
利
用
者
が
国
土
交
通
省
公
開
の
行
政
処
分
情
報
を
ど
の
よ
う
に
活
用
し
て
「
輸
送
の
安
全
性
を
判
断
す
る
上
で
参

考
」
（
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
）
と
な
し
得
る
と
想
定
し
て
い
る
の
か
、
見
解
を
具
体
的
に
お
示
し
い
た
だ
き
た
い
。
ま
た
、
行
政

処
分
情
報
に
つ
い
て
利
用
者
の
利
便
性
を
向
上
さ
せ
る
予
定
が
あ
れ
ば
併
せ
て
お
示
し
い
た
だ
き
た
い
。

右
質
問
す
る
。

五


